
令和８年５月５日（火・祝），シシンヨーオークアリーナにおいて，建造物侵入事案が発生

しましたので情報提供します。 

１ 発生施設名 

場  所 シシンヨーオークアリーナ（呉市総合体育館） 

住  所 呉市広大新開１丁目７番１号 

２ 発生日時 

令和８年５月５日（火・祝）１３時１０分頃 

３ 事案概要 

  当該アリーナ２階の男性トイレを利用していた施設利用者が，個室内で不審な小型 

カメラを発見し，当該機器をシシンヨーオークアリーナ事務所へ持参して発覚しました。 

  施設の指定管理者（（公財）呉市体育振興財団）は，直ちに現場を確認するとともに， 

広警察署へ連絡し，建造物侵入の被害届を提出しました。 

  なお，施設内のトイレ及び更衣室について，同日中に点検を実施し，不審なカメラ等 

が設置されていないことを確認しています。 
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